
au でんき需給約款 新旧対照表 

ａｕでんき需給約款 （新） ａｕでんき需給約款 （旧） 

3 定義 

 (9)  再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生

可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 36条第1項に定める賦課金をいいます。 

3 定義 

(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生

可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 16条第1項に定める賦課金をいいます。 

Ⅹ 契約者等に係る情報の利用 

44 契約者等に係る情報の利用 

 KDDI が適法かつ公正な手段により取得した個人情報は，KDDI が定める個人情報

取扱共通規約およびプライバシーポリシーに従って適正に取り扱うものとします。 

個人情報取扱共通規約：

https://id.auone.jp/id/pc/legal/personal_terms.html 

プライバシーポリシー：

http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/ 

（新設） 

附則 

1 本約款の実施期日 

本約款は，平成30年 4月 1日から適用します。 

附則 

1 本約款の実施期日 

本約款は，平成29年 11月 8日から適用します。 

別表 

3 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措置法第36

条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし，電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を

定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価

等を定める告示により定めます。なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単

価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。 

別表 

3 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措置法第16

条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし，電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定

める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等

を定める告示により定めます。なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。 



(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能エネルギー

発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の４月の検針日から

翌年の４月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

なお，検針日とは，原則として一般送配電事業者が検針を行った日といたします。 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 1月の使用電力量に(1)に定める再

生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし，4月に

ついては，検針日の前日までの使用電力量および検針日以降の使用電力量にそ

れぞれの再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用し，合算して算定いたし

ます。 

なお，でんきＭプラン（四国）における最低料金適用電力量までは，最低料金

に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価とし，1の料金算定期間に

4月の検針日および4月の検針日の前日のいずれも含む場合は，検針日の前日

までの期間および検針日以降の期間それぞれについて別表 6(日割計算の基本算

式）(1)を準用し，合算して算定いたします。この場合，「日割計算対象日数」

は，「4月の起算日から4月の検針日の前日までの日数」および「4月の検針日か

ら 4月の末日までの日数」と読み替えます。 

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は，

1円とし，その端数は，切り捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により

認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可

能エネルギー発電促進賦課金は，お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から

翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37

条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は，その直後の起算日

といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能エネルギー

発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5月の起算日から

翌年の 5 月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 1月の使用電力量に(1)に定める再

生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 

 

 

 

ただし，でんきＭプラン（四国）における最低料金適用電力量までは，最低料金に

適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。 

 

 

 

 

 

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は，

1円とし，その端数は，切り捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17条第1項の規定により

認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可

能エネルギー発電促進賦課金は，お客さまからの申出の直後の 5 月の起算日から

翌年の 5 月の起算日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17

条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は，その直後の起算日

といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能



エネルギー発電促進賦課金は，イにかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電

促進賦課金として算定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置

法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額

（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものといたします。なお，減免額の単位

は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

6 日割計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1)  基本料金，最低料金，最低月額料金または最低料金に適用される再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金を日割りする場合 

 

1 月の該当料金×
暦日

日割計算対象日数
 

  なお，4月の最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金について

は，検針日の前日までの期間および検針日以降の期間それぞれを 1月とみなして上式

を適用し，合算して算定いたします。 

 

 (2)～(4) 略 

エネルギー発電促進賦課金は，イにかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電

促進賦課金として算定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置

法第 17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額

（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものといたします。なお，減免額の単位

は，1円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

6 日割計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1)  基本料金，最低料金，最低月額料金または最低料金に適用される再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金を日割りする場合 

 

1 月の該当料金×
暦日

日割計算対象日数
 

 

 

 

 

 (2)～(4) 略 

 


